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は
「
北
海
道
自
動
車
税　
住
所
変
更
」
で

検
索
し
、
北
海
道
財
政
局
税
務
課
の
Ｗ
ｅ

ｂ
サ
イ
ト
か
ら
行
っ
て
く

だ
さ
い
。

　
な
お
、
こ
の
住
所
変
更
は
、
令
和
８
年

度
の
自
動
車
税
種
別
割
の
納
税
通
知
書
を

変
更
後
の
住
所
へ
送
付
す
る
た
め
の
処
置

で
す
。
運
輸
支
局
で
の
住
所
変
更
登
録
は

別
途
必
ず
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

問
札
幌
道
税
事
務
所
自
動
車
税
部

☎
０
１
１
‐
７
４
６
‐
１
１
９
0

◉日の出仲町町有住宅
間取 建築年度 戸数 家賃 単身

継続 3LDK 昭和60年 2 40,000円 不可（要相談）

住
　
宅

入
居
募
集

入
居
資
格

《
共
通
事
項
》

	・�

雄
武
町
内
に
住
所
を
有
す
る
方
、
ま
た

は
有
す
る
こ
と
に
な
る
方
。

	・
町
税
な
ど
に
滞
納
が
な
い
こ
と
。

◉
町
営
住
宅
（
団
地
）

	・�

所
得
が
政
令
月
収
で
一
般
世
帯
は

15
万
8
千
円
、
裁
量
世
帯
は
25
万
9
千

円
を
超
え
な
い
こ
と
。

※�

政
令
月
収
と
は
、
給
与
所
得
者
は
1
年

間
の
給
与
所
得
控
除
後
の
金
額
に
、
自

営
業
者
は
1
年
間
の
事
業
所
得
か
ら
必

要
経
費
を
控
除
し
た
金
額
に
、
扶
養
控

除
な
ど
を
差
し
引
い
た
額
を
12
で
除
し

た
も
の
で
す
。

※�

裁
量
世
帯
と
は
、
高
齢
者
世
帯
（
60
歳

以
上
）、
高
齢
者
と
18
歳
未
満
の
世
帯
、

障
が
い
者
（
障
が
い
の
程
度
に
よ
る
）

が
い
る
世
帯
、
乳
幼
児
が
い
る
世
帯
、

婚
姻
後
2
年
以
内
で
夫
婦
と
も
に
35
歳

未
満
の
世
帯
（
小
学
生
以
下
の
児
童
が

い
る
場
合
も
可
）
な
ど
で
す
。

◉
サ
ン
ラ
イ
ズ
ビ
レ
ッ
ヂ

・
満
35
歳
未
満
の
単
身
勤
労
者
で
あ
る
こ

と
。

◉
勤
労
者
住
宅
・
町
有
住
宅

・
勤
労
者
住
宅
お
よ
び
町
有
住
宅
は
入
居

の
要
件
が
異
な
り
ま
す
の
で
、
問
い
合

わ
せ
願
い
ま
す
。

申
込
方
法

・�

役
場
備
え
付
け
の
申
込
用
紙
に
、
入
居

す
る
方
の
住
民
票
を
添
え
て
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

・
令
和
7
年
1
月
1
日
に
他
市
町
村
に
お

い
て
住
民
登
録
さ
れ
て
い
た
方
は
、
当

該
市
町
村
で
発
行
さ
れ
る
市
町
村
民

税
課
税
証
明
書
、
所
得
証
明
書
な
ど
の

直
近
１
年
分
の
所
得
が
わ
か
る
も
の

と
、
納
税
証
明
書
も
あ
わ
せ
て
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

・
町
営
住
宅
に
申
し
込
み
の
際
は
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
の
わ
か
る
も
の
を
持
参
し

て
く
だ
さ
い
。

選
考
方
法

・
申
込
者
多
数
の
と
き
は
、
住
宅
困
窮
度

の
高
い
方
か
ら
入
居
決
定
し
、
困
窮
度

が
同
じ
場
合
は
抽
選
と
し
ま
す
。

※
最
新
の
住
宅
情
報
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
公
開
し
て
い
ま
す
。
申
込
用
紙
も

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

　

�http
://w

w
w
.to
w
n.o
um
u.

hokkaido.jp/

※
住
宅
使
用
料
の
お
支
払
い
に
は
、
安
心

　
便
利
な
口
座
振
替
が
利
用
で
き
ま
す
。

※
入
居
者
が
町
営
住
宅
を
引
き
続
き
30
日

　
以
上
使
用
し
な
い
と
き
は
、
届
け
出
が

　
必
要
と
な
り
ま
す
。
正
当
な
事
由
に
よ

　
ら
な
い
で
30
日
以
上
町
営
住
宅
を
使
用

　
し
な
い
と
き
は
、
明
け
渡
し
を
求
め
る

　
こ
と
が
あ
り
え
ま
す
の
で
、
注
意
し
て

　
く
だ
さ
い
。

応
募
締
切

新
規　
3
月
16
日
㈪

継
続　
随
時
受
付

◉町営住宅
団地名 間取 建築年度 戸数 家賃 単身

新規

旭日 3LDK 平成 5年 1 21,000 円 ～ 48,400 円 不可（要相談）
旭日 3LDK 平成 7年 2 22,700 円 ～ 52,100 円 不可（要相談）
緑町 2LDK 平成 23年 1 16,600 円 ～ 38,100 円 不可（要相談）
潮見 3LDK 昭和 61年 1 16,000 円 ～ 36,900 円 不可（要相談）

継続

沢木 2LDK 平成 23年 1 17,500 円 ～ 40,300 円 可
旭日 3LDK 平成 5～ 11年 6 22,400 円 ～ 53,000 円 不可（要相談）
新日の出 1LDK 平成 28年 1 16,100 円 ～ 37,100 円 可
新日の出 2LDK 平成 28年 1 21,600 円 ～ 49,600 円 不可（要相談）
宮下 3LDK 昭和 59年 3 13,300 円 ～ 32,000 円 不可（要相談）
末広二区 3LDK 昭和 58年 1 13,000 円 ～ 29,900 円 不可（要相談）
緑町 2LDK 平成 20年 1 16,100 円 ～ 37,000 円 不可（要相談）
緑町 3LDK 平成 24年 1 19,700 円 ～ 45,400 円 不可（要相談）
潮見 3LDK 昭和 61年 1 16,000 円 ～ 36,900 円 不可（要相談）
魚田 3DK 昭和 52年 1 8,500 円 ～ 19,700 円 可
魚田 3LDK 昭和 55年 1 11,500 円 ～ 26,600 円 不可（要相談）
幌内 3LDK 昭和 51～59年 2 7,800 円 ～ 28,500 円 可

◉サンライズビレッヂ
間取 建築年度 戸数 家賃 単身

継続 1LDK 平成5～6年 6 30,000円 専用
◉潮見町有住宅

間取 建築年度 戸数 家賃 単身
新規 3LDK 昭和57年 1 37,600円 不可（要相談）

◉幌内町有住宅
間取 建築年度 戸数 家賃 単身

継続 3LDK 平成3年 1 19,000円 可

※�

問
い
合
わ
せ
時
に
募
集
を
終
了
し
て
い

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
財
務
政
策
課
管
財
係
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税
　
金

軽
自
動
車
の
名
義
変
更
、
廃
車
手
続
き

に
つ
い
て

　
軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
は
、
毎
年
４

月
１
日
現
在
の
所
有
者
に
課
税
さ
れ
ま

す
。
譲
渡
、
売
却
、
下
取
り
な
ど
で
、
現

在
車
両
を
所
有
し
て
い
な
い
場
合
、
４
月

２
日
以
降
に
名
義
変
更
・
廃
車
の
手
続
き

を
さ
れ
て
も
そ
の
年
度
分
の
軽
自
動
車
税

（
種
別
割
）
が
課
税
さ
れ
ま
す
の
で
、
必

ず
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。
業
者
に
軽

自
動
車
を
引
き
渡
し
た
場
合
も
廃
車
の
確

認
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ほ
か
の
市
区
町
村
へ
住
所
変
更
さ
れ
た

方
や
車
の
所
有
者
が
死
亡
し
た
場
合
も
同

様
に
手
続
き
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

・
原
動
機
付
自
転
車
（
50
㏄
～
１
２
５

㏄
）、
小
型
特
殊
自
動
車
（
農
耕
用
、

そ
の
ほ
か
）

※
雄
武
町
の
ナ
ン
バ
ー

問
財
務
政
策
課
課
税
係

・
軽
自
動
車
（
貨
物
、
自
家
用
）、
軽
二

輪
車
（
２
５
０
㏄
以
下
）、
小
型
二
輪

　
自
動
車
税
種
別
割
の
納
税
通
知
書
は
、

道
税
事
務
所
か
ら
毎
年
４
月
１
日
時
点

で
車
検
証
に
登
録
さ
れ
て
い
る
住
所
へ
、

５
月
上
旬
頃
に
送
付
さ
れ
ま
す
。

　
次
の
場
合
は
、
お
近
く
の
運
輸
支
局
で

手
続
き
を
必
ず
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

・
引
っ
越
し
な
ど
で
住
所
が
変
更
と
な
っ

た
（
変
更
登
録
）

・
自
動
車
を
売
買
し
た
（
移
転
登
録
）

・
自
動
車
を
使
わ
な
く
な
っ
た
（
抹
消
登

録
）

　

納
税
通
知
書
の
住
所
変
更
は
、
次
の
二

　
次
元
バ
ー
コ
ー
ド
の
読
み
取
り
、
ま
た

　
オ
ホ
ー
ツ
ク
総
合
振
興
局
で
は
、
３
月

を
「
滞
納
整
理
強
化
月
間
」
と
し
て
、
す

べ
て
の
道
税
の
滞
納
を
整
理
す
る
た
め
、

こ
れ
ま
で
よ
り
も
強
く
差
押
な
ど
の
滞
納

処
分
を
進
め
て
い
ま
す
。

　
ま
だ
、
納
税
が
お
済
み
で
な
い
方
は
、

大
至
急
納
税
し
て
く
だ
さ
い
。
納
め
な
い

場
合
に
は
、
給
与
・
所
得
や
預
貯
金
、
生

命
保
険
な
ど
の
財
産
差
押
え
、
ま
た
は
自

宅
や
事
務
所
な
ど
の
捜
索
を
行
い
、
貴
金

属
・
自
動
車
・
軽
自
動
車
な
ど
の
動
産
の

差
押
え
を
執
行
し
ま
す
。

問
オ
ホ
ー
ツ
ク
総
合
振
興
局
紋
別
道
税

事
務
所

☎
０
１
５
８
‐
２
４
‐
２
６
２
６

道
税
の
滞
納
整
理
強
化
月
間
に
つ
い
て

自
動
車
税
種
別
割
の
住
所
変
更
に
つ
い
て

試
　
験

海
上
保
安
官
採
用
試
験
に
つ
い
て

【
海
上
保
安
官
採
用
試
験
（
大
卒
）】

　
採
用
さ
れ
る
と
、海
上
保
安
大
学
校（
広

島
県
呉
市
）
に
お
い
て
、
幹
部
海
上
保
安

官
と
し
て
、
必
要
な
基
礎
的
知
識
や
船
舶

運
航
に
関
す
る
専
門
的
知
識
・
技
能
を
修

得
す
る
た
め
、
２
年
９
カ
月
の
教
育
を
受

け
ま
す
。

受
験
資
格　
試
験
年
度
４
月
１
日
に
お
け

る
年
齢
が
30
歳
未
満
の
者
で
か
つ

①
大
学
を
卒
業
し
た
者

②
試
験
年
度
３
月
ま
で
に
大
学
を
卒
業
す

る
見
込
み
の
者

受
付
期
間

・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
込
は
、
3
月
23
日

㈪
ま
で
「
人
事
院
国
家
公
務
員
試
験
採

用
情
報
Ｎ
Ａ
Ｖ
Ｉ
」
か
ら
受
験
申
込
で

き
ま
す
。

第
一
次
試
験
日　
5
月
24
日
㈰

第
一
次
試
験
合
格
発
表　
6
月
24
日
㈬

第
二
次
試
験
日　
7
月
7
日
㈫
～
14
日
㈫

の
指
定
す
る
日

最
終
合
格
発
表　
8
月
12
日
㈬

採
用　
令
和
9
年
4
月

【
海
上
保
安
学
校
学
生
採
用
試
験（
特
別
）】

　
採
用
さ
れ
る
と
、
海
上
保
安
学
校
（
京

都
府
舞
鶴
市
）
に
入
学
し
、
１
年
間
で
、

海
上
保
安
業
務
に
必
要
な
知
識
お
よ
び
技

能
を
学
び
ま
す
。

　
入
学
と
同
時
に
国
家
公
務
員
と
し
て
採

用
さ
れ
、給
与（
月
額
約
20
万
円
）や
ボ
ー

ナ
ス
（
年
２
回
）
が
支
給
さ
れ
る
ほ
か
、

国
土
交
通
省
共
済
組
合
員
と
し
て
各
種
福

利
厚
生
の
給
付
な
ど
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　
ま
た
、入
学
金
や
授
業
料
が
不
要
で
す
。

受
験
資
格　
①
試
験
年
度
４
月
１
日
に
お

い
て
、
高
等
学
校
ま
た
は
中
等
教
育
学
校

を
卒
業
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
13

年
を
経
過
し
て
い
な
い
者
お
よ
び
試
験
年

度
９
月
ま
で
に
高
等
学
校
ま
た
は
中
等
教

育
学
校
を
卒
業
す
る
見
込
み
の
者

②
高
等
専
門
学
校
の
第
３
学
年
の
課
程
を

修
了
し
た
者
で
あ
っ
て
、
試
験
年
度
４
月

１
日
に
お
い
て
、
当
該
課
程
を
修
了
し
た

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
13
年
を
経
過
し

て
い
な
い
等
人
事
院
が
①
に
掲
げ
る
者
と

同
等
の
資
格
が
あ
る
と
認
め
る
者

第
一
次
試
験　
５
月
10
日
㈰

第
一
次
試
験
合
格
発
表　
５
月
29
日
㈮

第
二
次
試
験　
６
月
3
日
㈬
～ 

６
月
24

日
㈬
の
指
定
す
る
日

最
終
合
格
発
表　
７
月
24
日
㈮

採
用
（
入
学
）　
令
和
8
年
10
月

採
用
情
報
サ
イ
ト
の

　
二
次
元
バ
ー
コ
ー
ド
→

問
紋
別
海
上
保
安
部
管
理
課

☎
０
１
５
８
‐
２
３
‐
０
１
１
８

車
（
２
５
０
㏄
超
の
オ
ー
ト
バ
イ
）

※
雄
武
町
以
外
の
ナ
ン
バ
ー

問
軽
自
動
車
検
査
協
会
北
見
事
務
所

☎
０
５
０
‐
３
８
１
６
‐
１
７
６
９

問
北
見
運
輸
支
局

☎
０
５
０
‐
５
５
４
０
‐
２
０
０
７


